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第５回障害者の地域生活支援も踏まえた 
障害者支援施設の在り方に係る検討会 

令和８年６月 30日 参考資料３ 

 

○ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（令和８年こども家庭庁・厚生労働省告示第４号） 【新旧対

照表】 抄 

（下線部分は改正部分） 

改   正   後 現   行 

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る

目標 

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る

目標 

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、令和七年度末時点の福祉施設

に入所している障害者（以下「施設入所者」という。）のうち、今後

、自立訓練等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の

数について様々なデータを活用しながら把握し、その上で、令和十一

年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、

福祉施設においては、地域移行等意向確認等に関する指針（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生

労働省令第百七十二号）第二十四条の三第一項に規定する地域移行等

意向確認等に関する指針をいう。以下同じ。）に従い、必要な意思決

定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意

思が確認されていることが重要である。このため、全ての施設入所者

の地域生活移行に関する意向について、その支障となっている要因や

必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつつ確認

すること（この点について市町村は協議の場において共有すること。

）、施設入所者が地域生活に移行する上で必要な支援等について施設

の担当職員等が地域生活支援拠点等の関係機関と連携して検討するこ

と、施設の老朽化等による改築時にはその定員を見直してグループホ

ームやショートステイの整備を併せて行うことを基本とすること等の

取組を推進することが求められることを考慮する。また、相談支援専

門員、サービス管理責任者が把握している入所者の地域生活の希望や

地域生活への移行を進める観点から、令和四年度末時点の福祉施設

に入所している障害者（以下「施設入所者」という。）のうち、今後

、自立訓練等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の

数を見込み、その上で、令和八年度末における地域生活に移行する者

の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定

支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思

が確認されていることが重要である。このため、すべての施設入所者

の地域生活移行に関する意向について、その支障となっている要因や

必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつつ確認

すること（この点について市町村は協議の場において共有すること）

、施設入所者が地域生活に移行する上で必要な支援等について施設の

担当職員等が地域生活支援拠点等の関係機関と連携して検討すること

、施設の老朽化等による改築時にはその定員を見直してグループホー

ムやショートステイの整備を合わせて行うことを基本とすること等の

取組を推進することが求められることを考慮する。また、相談支援専

門員、サービス管理責任者が把握している入所者の地域生活の希望や

心身の状況等も参考にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の

設定に当たっては、令和四年度末時点の施設入所者数の六パーセント

以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて令和

八年度末の施設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パ

ーセント以上削減することを基本とする。 
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心身の状況等も参考にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の

設定に当たっては、令和七年度末時点の施設入所者数の六パーセント

以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに併せて令和十

一年度末の施設入所者数を令和七年度末時点の施設入所者数から五パ

ーセント以上削減することを基本とする。 

なお、令和八年度末において、障害福祉計画で定めた令和八年度ま

での数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和

十一年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合

の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 

施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当

たっては、グループホーム等での対応が困難な者であるなど、真に施

設入所支援（障害者総合支援法第五条第十項に規定する施設入所支援

をいう。以下同じ。）が必要な場合等について、市町村、関係者によ

り協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意す

る必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏

まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生

活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成二十二年法律

第七十一号。以下「整備法」という。）による改正前の児童福祉法に

規定する指定知的障害児施設等（以下「旧指定施設等」という。）に

入所していた者（十八歳以上の者に限る。）であって、整備法による

改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受

けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの（以下「継続入所

者」という。）の数を除いて設定するものとする。 

加えて、障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方

に係る検討会が令和七年九月二十四日に取りまとめた「障害者の地域

生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論

のまとめ」における障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべ

き姿の①利用者の意思・希望の尊重（本人の意思・希望が尊重される

意思決定支援の推進等）、②地域移行を支援する機能（地域と連携し

た動機付け支援や地域移行の意向確認等）、③地域生活を支えるセー

フティネット機能（緊急時や災害時における地域の拠点としての活用

等）、④入所者への専門的支援や生活環境の向上（強度行動障害の状

態にある者や医療的ケアが必要な者などへの専門的支援、居室の個室

化、ユニット化、日中活動の場と住まいの場との分離等）に取り組む

 

 

 

 

 

当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、障害福祉

計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる

場合は、未達成割合を令和八年度末における地域生活に移行する者及

び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 

なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込

むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設

入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、そ

の結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。

また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健

福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するた

めの関係法律の整備に関する法律（平成二十二年法律第七十一号。以

下「整備法」という。）による改正前の児童福祉法に規定する指定知

的障害児施設等（以下「旧指定施設等」という。）に入所していた者

（十八歳以上の者に限る。）であって、整備法による改正後の障害者

総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定

施設等に引き続き入所しているもの（以下「継続入所者」という。）

の数を除いて設定するものとする。 

 

加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応

じた意思決定支援の実施や、地域生活支援拠点等及び地域における関

係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に取り組むこ

とと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の

小規模化等を進めること、支援の質の向上を図る観点から障害者の重

度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求

められる。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会を

確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地

域に開かれていることが望ましい。 
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ことが求められることに留意する。 

特に、地域移行等意向確認等に関する指針に従い、本人の意思が適

切に確認されることが重要であり、別表第一の十一に掲げる活動指標

を明確にし、積極的に取組を推進することが重要である。 

なお、障害者支援施設の整備に当たっては、設定する施設入所者数

の削減割合の目標値の達成に向けて整合するものであることが求めら

れる。また、居室は個室を基本とし、生活環境の向上に向けた取組を

進めていく。 

さらに、別表第一の四の施設入所支援に掲げる活動指標により、居

室の個室化等の状況を把握し、取組を推進することが望ましい。 

別表第一 別表第一 

四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等 四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等 

自立生活援助 現に利用している者の数、同居している家

族による支援を受けられない障害者の数、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の

精神障害者のうち地域生活への移行後に自立

生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案

して、利用者数の見込みを設定する。 

共同生活援助 現に利用している者の数、障害者等のニー

ズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入

院中の精神障害者のうち地域生活への移行後

に共同生活援助の利用が見込まれる者の数、

一人暮らしや家庭からグループホームに入所

する者の数、グループホームから退所する者

の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定

する。 

さらに、当該利用者数のうち、強度行動障

害の状態にある者や高次脳機能障害を有する

者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害

者について個別に利用者数の見込みを設定す

るよう努めること。 

施設入所支援 令和七年度末時点の施設入所者数を基礎と

して、施設入所者の地域生活への移行者数を

自立生活援助 現に利用している者の数、同居している家

族による支援を受けられない障害者の数、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の

精神障害者のうち地域生活への移行後に自立

生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案

して、利用者数の見込みを設定する。 

共同生活援助 現に利用している者の数、障害者等のニー

ズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入

院中の精神障害者のうち地域生活への移行後

に共同生活援助の利用が見込まれる者の数、

一人暮らしや家庭からグループホームに入所

する者の数、グループホームから退所する者

の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定

する。 

さらに、当該利用者数のうち、強度行動障

害や高次脳機能障害を有する障害者、医療的

ケアを必要とする者等の重度障害者について

個別に利用者数の見込みを設定することが望

ましい。 

施設入所支援 令和四年度末時点の施設入所者数を基礎と

して、施設入所者の地域生活への移行者数を
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控除した上で、グループホーム等での対応が

困難な者の利用といった、真に必要と判断さ

れる数（施設への入所を新たに希望する者に

ついては、特にニーズや環境等を十分確認し

た上で計画期間中に施設入所支援が必要と判

断される数）を加えた数を勘案して、利用者

数の見込みを設定する。 

当該利用者数の見込みの設定に当たって

は、障害者支援施設に求められる機能を勘案

し、令和十一年度末において、令和七年度末

時点の施設入所者数の五パーセント以上を削

減することとし、令和八年度末において、障

害福祉計画で定めた令和八年度までの数値目

標が達成されないと見込まれる場合は、未達

成割合を令和十一年度末における施設入所者

の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標

値とすることを基本としつつ、地域の実情に

応じて設定することが望ましい。 

また、障害者支援施設に求められる機能を

勘案し、入所者の生活環境の向上を図るた

め、施設における居室の個室化・ユニット

化、日中活動の場と住まいの場の分離等の取

組状況（施設数、割合の推移等）を把握し、

今後の個室化等の見込みを設定することが望

ましい。 

地域生活支援拠点

等 

地域生活支援拠点等の設置箇所数と、拠点

コーディネーターの配置人数、地域生活支援

拠点等が有する機能の充実に向けた支援の実

績等を踏まえた、地域生活支援拠点等の各機

能が果たされているかの状況等についての検

証及び検討の実施回数について、年間の見込

み数を設定する。 
 

控除した上で、グループホーム等での対応が

困難な者の利用といった真に必要と判断され

る数（施設への入所を新たに希望する者につ

いては、特にニーズや環境等を十分確認した

上で計画期間中に施設入所支援が必要と判断

される数）を加えた数を勘案して、利用者数

の見込みを設定する。 

当該利用者数の見込みの設定に当たって

は、令和八年度末において、令和四年度末時

点の施設入所者数の五パーセント以上を削減

することとし、令和五年度末において、障害

福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標

が達成されないと見込まれる場合は、未達成

割合を令和八年度末における施設入所者の削

減割合の目標値に加えた割合以上を目標値と

することを基本としつつ、地域の実情に応じ

て設定することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援拠点

等 

地域生活支援拠点等の設置箇所数と、コー

ディネーターの配置人数、地域生活支援拠点

等が有する機能の充実に向けた支援の実績等

を踏まえた検証及び検討の実施回数につい

て、年間の見込み数を設定する。 

 

 
 

十一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 【新設】 
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地域生活への移行

支援 

障害者支援施設の地域移行等意向確認担当

者による、地域生活への移行に向けた入所者

全員への支援の回数 
 

  

 

 
 

 


